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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透析用粉末薬剤を溶解して透析用原液を得るための溶解装置において、
　前記透析用粉末薬剤を収容し得る溶解槽と、
　前記溶解槽に前記透析用粉末薬剤を溶解するための水を供給するための給水ラインと、
　前記溶解槽内の溶液を攪拌し得る攪拌手段と、
　前記溶解槽内に供給された水又は溶液の液位を連続的且つリアルタイムに検出可能な液
位検出手段と、
　前記液位検出手段により検出された液位に基づいて、前記溶解槽内で生成された溶液に
おける前記透析用粉末薬剤の溶け残りの有無を判断し得る判断手段と、
を備えたことを特徴とする溶解装置。
【請求項２】
　前記判断手段は、前記透析用粉末薬剤が水に完全に溶解したときの液位の理論値と、前
記液位検出手段により検出された液位の実測値とを比較し、当該液位の理論値と実測値と
の差から前記透析用粉末薬剤の溶け残りの有無を判断し得ることを特徴とする請求項１記
載の溶解装置。
【請求項３】
　前記判断手段は、前記液位の理論値と実測値との差から前記透析用粉末薬剤の溶解の溶
け残り量を算出し得ることを特徴とする請求項２記載の溶解装置。
【請求項４】
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　前記攪拌手段による攪拌が所定時間行われるよう設定されるとともに、当該所定時間経
過後、前記判断手段により前記透析用粉末薬剤の溶け残りが有ると判断された場合、溶け
残りが有ることを報知することを特徴とする請求項１～３の何れか１つに記載の溶解装置
。
【請求項５】
　前記判断手段により前記透析用粉末薬剤の溶け残りがないと判断されることを条件とし
て、前記攪拌手段による攪拌を終了させることを特徴とする請求項１～４の何れか１つに
記載の溶解装置。
【請求項６】
　前記液位検出手段により検出された液位に基づいて、前記給水ラインによる給水動作又
は攪拌手段による攪拌動作の異常を検出し得ることを特徴とする請求項１～５の何れか１
つに記載の溶解装置。
【請求項７】
　前記液位検出手段により検出された液位に基づいて、前記溶解槽内で生成された透析用
原液の容量を算出し得ることを特徴とする請求項１～６の何れか１つに記載の溶解装置。
【請求項８】
　前記判断手段により前記透析用粉末薬剤の溶け残りがあると判断された場合、前記攪拌
手段による溶液の攪拌が再び行われることを特徴とする請求項１～７の何れか１つに記載
の溶解装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透析用粉末薬剤を溶解して透析用原液を得るための溶解装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　病院等で腎不全患者の治療に使用される透析液は、一般に重炭酸塩系と酢酸系とに区分
され、このうち重炭酸塩系の透析液は、重炭酸ナトリウムを含まないもの（以下、Ａ剤と
いう。）と重炭酸ナトリウム（以下、Ｂ剤という。）の２種類の薬剤に水を混合して調整
されるものである。近年、運搬性向上の観点から、これらＡ剤及びＢ剤を粉末化したもの
（以下、「透析用粉末薬剤」という。）を透析治療時間の前に溶解する試みがなされてい
るが、溶解後の溶液（特にＢ剤）については経時的に濃度の低下が生じやすく、大量の溶
液を作り置きしておくことが難しかった。
【０００３】
　このため、透析治療毎に溶解作業が必要となり、従来から溶解のための溶解装置が各種
提案されている。例えば特許文献１には、２つの溶解槽を併設した溶解装置が開示されて
いる。かかる構成により、透析終了後、一方の溶解槽に次回の透析に備えて予め透析用粉
末薬剤を投入しておき、他方の溶解槽は次回の透析が開始されるまでの間に、洗浄消毒を
行うことができる。また、透析中、一方の溶解槽から透析液原液を人工透析液供給装置に
供給している間に、他方の溶解槽で透析用粉末薬剤の追加溶解を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－９０２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来技術においては、溶解槽にて攪拌生成した透析用原液中に透析
用粉末薬剤が溶け残っているか否か判断することが困難であったので、溶解が不十分な透
析用原液を送液してしまう虞があった。また、攪拌生成した透析用原液の電導度を測定し



(3) JP 6424031 B2 2018.11.14

10

20

30

40

50

、その測定値に基づいて透析用粉末薬剤の溶け残りを検出することも考えられるが、例え
ばＡ剤から生成された透析用原液については、実際の濃度変化に対して電導度の変化が非
常に小さいため、溶け残りを検出するのが困難となってしまう。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、溶解槽内にて攪拌生成された透析
用原液における透析用粉末薬剤の溶け残りの有無を簡易な構成で精度よく判断することが
できる溶解装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１記載の発明は、透析用粉末薬剤を溶解して透析用原液を得るための溶解装置に
おいて、前記透析用粉末薬剤を収容し得る溶解槽と、前記溶解槽に前記透析用粉末薬剤を
溶解するための水を供給するための給水ラインと、前記溶解槽内の溶液を攪拌し得る攪拌
手段と、前記溶解槽内に供給された水又は溶液の液位を連続的且つリアルタイムに検出可
能な液位検出手段と、前記液位検出手段により検出された液位に基づいて、前記溶解槽内
で生成された溶液における前記透析用粉末薬剤の溶け残りの有無を判断し得る判断手段と
を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の溶解装置において、前記判断手段は、前記透析
用粉末薬剤が水に完全に溶解したときの液位の理論値と、前記液位検出手段により検出さ
れた液位の実測値とを比較し、当該液位の理論値と実測値との差から前記透析用粉末薬剤
の溶け残りの有無を判断し得ることを特徴とする。
【０００９】
　請求項３記載の発明は、請求項２記載の溶解装置において、前記判断手段は、前記液位
の理論値と実測値との差から前記透析用粉末薬剤の溶解の溶け残り量を算出し得ることを
特徴とする。
【００１０】
　請求項４記載の発明は、請求項１～３の何れか１つに記載の溶解装置において、前記攪
拌手段による攪拌が所定時間行われるよう設定されるとともに、当該所定時間経過後、前
記判断手段により前記透析用粉末薬剤の溶け残りが有ると判断された場合、溶け残りが有
ることを報知することを特徴とする。
【００１１】
　請求項５記載の発明は、請求項１～４の何れか１つに記載の溶解装置において、前記判
断手段により前記透析用粉末薬剤の溶け残りがないと判断されることを条件として、前記
攪拌手段による攪拌を終了させることを特徴とする。
【００１２】
　請求項６記載の発明は、請求項１～５の何れか１つに記載の溶解装置において、前記液
位検出手段により検出された液位に基づいて、前記給水ラインによる給水動作又は攪拌手
段による攪拌動作の異常を検出し得ることを特徴とする。
【００１３】
　請求項７記載の発明は、請求項１～６の何れか１つに記載の溶解装置において、前記液
位検出手段により検出された液位に基づいて、前記溶解槽内で生成された透析用原液の容
量を算出し得ることを特徴とする。
　請求項８記載の発明は、請求項１～７の何れか１つに記載の溶解装置において、前記判
断手段により前記透析用粉末薬剤の溶け残りがあると判断された場合、前記攪拌手段によ
る溶液の攪拌が再び行われることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１の発明によれば、溶解槽内に供給された水又は溶液の液位を連続的且つリアル
タイムに検出可能な液位検出手段と、液位検出手段により検出された液位に基づいて、溶
解槽内で生成された溶液における透析用粉末薬剤の溶け残りの有無を判断し得る判断手段
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とを備えたので、溶解槽内にて攪拌生成された透析用原液における透析用粉末薬剤の溶け
残りの有無を簡易な構成で精度よく判断することができる。
【００１５】
　請求項２の発明によれば、判断手段は、透析用粉末薬剤が水に完全に溶解したときの液
位の理論値と、液位検出手段により検出された液位の実測値とを比較し、当該液位の理論
値と実測値との差から透析用粉末薬剤の溶け残りの有無を判断し得るので、作製後の透析
用原液における透析用粉末薬剤の溶け残りの有無をより精度よく判断することができる。
【００１６】
　請求項３の発明によれば、判断手段は、液位の理論値と実測値との差から透析用粉末薬
剤の溶解の溶け残り量を算出し得るので、溶け残りの有無に加え、溶け残りの程度を把握
することができ、完全に溶解させるための攪拌時間等を作業者等に報知させることができ
る。
【００１７】
　請求項４の発明によれば、攪拌手段による攪拌が所定時間行われるよう設定されるとと
もに、当該所定時間経過後、判断手段により透析用粉末薬剤の溶け残りが有ると判断され
た場合、溶け残りが有ることを報知するので、溶け残りがある状態の透析用原液を透析治
療装置側に送液してしまうのを防止することができる。
【００１８】
　請求項５の発明によれば、判断手段により透析用粉末薬剤の溶け残りがないと判断され
ることを条件として、攪拌手段による攪拌を終了させるので、溶け残りがなくなった時点
で攪拌を終了させることができ、より効率的に透析用原液を作製することができる。
【００１９】
　請求項６の発明によれば、液位検出手段により検出された液位に基づいて、給水ライン
による給水動作又は攪拌手段による攪拌動作の異常を検出し得るので、液位検出手段につ
いて、溶け残りの有無を判断する手段として機能させるのに加え、装置の異常を監視する
手段として機能させることができる。
【００２０】
　請求項７の発明によれば、液位検出手段により検出された液位に基づいて、溶解槽内で
生成された透析用原液の容量を算出し得るので、液位検出手段について、溶け残りの有無
を判断するための手段として機能させるのに加え、溶解槽内で生成された透析用原液の容
量を算出するための手段として機能させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態に係る溶解装置を示す平面図及び正面図
【図２】同溶解装置の内部構成を示す模式図
【図３】同溶解装置における制御内容を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。
　本実施形態に係る溶解装置は、透析用粉末薬剤を溶解し透析用原液を得るものであって
、図１、２に示すように、透析用粉末薬剤を収容し得る溶解槽２及び補助溶解槽３と、こ
れら溶解槽２及び補助溶解槽３のそれぞれに透析用粉末薬剤を溶解するための水を供給す
るための給水ラインＬ１、Ｌ２と、溶解槽２及び補助溶解槽３内の液体を攪拌し得る攪拌
手段４、５と、液位検出手段６と、記憶手段８及び算出手段９を有した判断手段７と、入
力手段１０と、表示手段１１とから主に構成される。
【００２３】
　溶解槽２は、重炭酸ナトリウムを含まないもの（Ａ剤）又は重炭酸ナトリウム（Ｂ剤）
の２種類のうち何れかから成る透析用粉末薬剤を投入可能な収容空間を有するとともに、
給水源Ａから延設された給水ラインＬ１が接続されている。かかる給水ラインＬ１には、
電磁弁等から成るバルブＶ１が配設されており、このバルブＶ１を開状態とすることによ
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り溶解槽２内に給水可能とされている。しかして、給水源Ａから所定量の水を溶解槽２内
に供給して収容させた後、その水の量に対して決められた量（規定量）の透析用粉末薬剤
を溶解槽２に投入して攪拌することにより、所定量及び所定濃度の透析用原液を得ること
ができる。
【００２４】
　補助溶解槽３は、溶解槽２に投入される透析用粉末薬剤と同種の透析用粉末薬剤を投入
可能な空間を有すると共に、溶解槽２の攪拌ラインＬ３から延設された給水ラインＬ２が
接続されている。かかる給水ラインＬ２には、電磁弁等からなるバルブＶ２が配設されて
おり、このバルブＶ２を開状態にすることにより、溶解槽２より補助溶解槽３内に給水可
能とされている。かかる補助溶解槽３は、溶解槽２に比べて相対的に容量が小さなタンク
とされ、オーバーフローラインＬ５にて溶解槽２に接続されている。
【００２５】
　しかして、補助溶解槽３に予め透析用粉末薬剤を投入しておき、治療時、溶解槽２に定
められた十分な量の給水を行い、給水ラインＬ２から給水しつつ攪拌するとともに、攪拌
ラインＬ３に配設されたバルブＶ３を閉状態にして、オーバーフローラインＬ５を介して
溶解槽２にも溶解液を送液することにより、溶解槽２と補助溶解槽３との両方によって所
定量及び所定濃度の透析用原液を生成する。そして、先ず溶解槽２内の透析用原液を透析
治療装置側（透析液供給装置等）に送液し、当該溶解槽２が空になると、補助溶解槽３内
の透析用原液を継続して送液することができる。なお、補助溶解槽３内の透析用原液を送
液している間、溶解槽２に透析用粉末薬剤を投入して溶解させることで、当該溶解槽２単
独で透析用原液を生成することができる。
【００２６】
　よって、補助溶解槽３を具備することにより、治療前（治療前日の夜等）においては、
補助溶解槽３に透析用粉末薬剤が投入された状態で溶解槽２に対する洗浄や消毒等を行わ
せることができるとともに、治療中においては、貯槽として機能させることができる。ま
た、本実施形態に適用される透析用粉末薬剤は、溶解袋に所定量毎に袋詰めされており、
作業者が溶解袋を破り、内部の透析用粉末薬剤を溶解槽２又は補助溶解槽３に投入するよ
うになっている。
【００２７】
　攪拌手段４は、溶解槽２内に収容された液体（溶液）を攪拌するためのもので、本実施
形態においては、循環ラインＬ３の先端に接続されたノズルから成る。この循環ラインＬ
３は、溶解槽２の底面から延設され、その先端が当該溶解槽２内に配設された攪拌手段４
に接続された循環流路から成るとともに、流路の途中にポンプＰ１が配設されたものであ
る。しかして、ポンプＰ１を駆動させると、溶解槽２の液体が攪拌手段４から噴出して循
環し得るので、当該溶解槽２内の液体を攪拌することができるのである。
【００２８】
　攪拌手段５は、補助溶解槽３内に収容された液体（溶液）を攪拌するためのもので、本
実施形態においては、給水ラインＬ２の先端に接続されたノズルから成る。この給水ライ
ンＬ２は、溶解槽２の攪拌ラインＬ３から延設され、その先端が当該補助溶解槽３内に配
設された攪拌手段５に接続されている。しかして、溶解槽２に定められた十分な量の給水
を行い、その後バルブＶ２を開きポンプＰ１を駆動させると、溶解槽２の液体が攪拌手段
５から噴出して、当該補助溶解槽３内の透析用粉末薬剤を攪拌するとともに、攪拌ライン
Ｌ３に配設されたバルブＶ３を閉状態にして、オーバーフローラインＬ５を介して溶解槽
２にも溶解液を送液し、溶解槽２と補助溶解槽３との両方によって攪拌溶解を行う。
【００２９】
　なお、本実施形態に係る攪拌手段４、５は、循環流路から成る循環ラインＬ３、給水ラ
インＬ２の先端に接続されたノズルから成るものとされているが、溶解槽２及び補助溶解
槽３内の溶液を攪拌し得るものであれば、他の形態のもの（例えば、溶解槽２及び補助溶
解槽３内で回転駆動可能なインペラ等）としてもよい。また、溶解槽２及び補助溶解槽３
の上部に液体をシャワー状に噴出し得るシャワー手段を設け、循環ラインＬ３、給水ライ
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ンＬ２の先端に当該シャワー手段を接続するようにしてもよい。
【００３０】
　液位検出手段６は、溶解槽２に配設されたセンサから成るもので、溶解槽２内に供給さ
れた水又は溶液の液位を連続的且つリアルタイムに検出可能なものである。本実施形態に
係る液位検出手段６は、溶解槽２の収容空間内において鉛直方向に延設された変位部６ａ
と、溶解槽２内に収容された液体の液面に浮きつつ変位部６ａに沿って上下移動可能な浮
き手段６ｂとを有した磁歪式リニア変位センサで構成されており、浮き手段６ｂの変位部
６ａに対する位置を連続的且つリアルタイムに検出することにより、液面（すなわち液位
）を検知可能とされている。
【００３１】
　なお、液位検出手段６は、溶解槽２内に供給された水又は溶液の液位を連続的且つリア
ルタイムに検出可能なものであれば、接触式又は非接触式のどちらのタイプでもよく、本
実施形態の如く浮き手段による磁歪式リニア変位センサの他、超音波センサ等により構成
するようにしてもよい。また、本実施形態においては、液位検出手段６が溶解槽２のみに
配設されているが、当該溶解槽２と共に補助溶解槽３にも配設するようにしてもよい。
【００３２】
　また、本実施形態に係る溶解装置１の筐体部には、入力手段１０と、表示手段１１とが
配設されている。入力手段１０は、操作者が入力操作可能な操作スイッチやタッチパネル
等により構成されたもので、本実施形態においては、溶解槽２又は補助溶解槽３内に投入
された透析用粉末薬剤の量を入力し得るものとされている。表示手段１１は、液晶モニタ
等により構成されたもので、溶解作業に関する種々表示を行い得るものとされている。
【００３３】
　ここで、本実施形態に係る溶解装置１は、液位検出手段６、入力手段１０及び表示手段
１１等と電気的に接続された判断手段７を具備している。かかる判断手段７は、例えばマ
イコン等から成るもので、液位検出手段６により検出された液位に基づいて、溶解槽２内
で生成された溶液における透析用粉末薬剤の溶け残りの有無を判断し得るよう構成されて
いる。
【００３４】
　本実施形態に係る判断手段７は、透析用粉末薬剤が水に完全に溶解したときの液位の理
論値と、液位検出手段６により検出された液位の実測値とを比較し、当該液位の理論値と
実測値との差から透析用粉末薬剤の溶け残りの有無を判断し得るものとされている。具体
的には、判断手段７は、透析用粉末薬剤が水に完全に溶解したときの液位の理論値を記憶
する記憶手段８と、該記憶手段８にて記憶された液位の理論値と液位検出手段６により検
出された液位の実測値とを比較（例えば、液位の理論値と液位の実測値との減算や比を算
出）する算出手段９とを具備しており、液位の理論値と実測値とが略同一であれば、溶解
槽２内で生成された溶液における透析用粉末薬剤の溶け残りがない（完全に溶解されてい
る）と判断するようになっている。
【００３５】
　一方、本実施形態においては、溶解槽２内に投入された透析用粉末薬剤の量（具体的に
は、使用した溶解袋の数）を入力手段１０にて入力させるとともに、当該入力手段１０で
入力された入力値と液位検出手段６により検出された液位とに基づいて、透析用粉末薬剤
の溶け残りの有無を判断し得るものとされている。すなわち、判断手段７は、入力手段１
０で入力された入力値（溶解袋の数）にて透析用粉末薬剤の投入量（溶解袋の数×１つの
溶解袋の容量）を把握し、その入力値と給水量とを比べて「溶け残り」を判断するのであ
る。これにより、溶解装置に対して透析用粉末薬剤の投入量を確実に把握させることがで
き、透析用粉末薬剤の溶け残りの有無を精度よく判断させることができる。
【００３６】
　そして、判断手段７は、溶解作業後の液位の実測値が液位の理論値と異なる場合（具体
的には、液位の実測値が液位の理論値より大きい値の場合）、未だ透析用粉末薬剤の溶け
残りがあると判断する。すなわち、透析用粉末薬剤は、水に溶解する過程で、体積（容積
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）が次第に小さくなり、完全に溶けた状態の体積（容積）が理論上求められることから、
その理論上求められる体積（容積）から液位の理論値を求めておき、これを記憶手段８に
て記憶させておくとともに、液位検出手段６にて検出された液位の実測値が記憶手段８で
記憶された液位の理論値と合致するか否か判断すれば、溶け残りを判断できるのである。
【００３７】
　さらに、本実施形態に係る判断手段７の算出手段９は、液位の理論値と実測値との差か
ら透析用粉末薬剤の溶解の溶け残り量を算出し得るよう構成されている。また、液位の理
論値と実測値との差と、透析用粉末薬剤の溶け残りの量との関係を記憶手段８にて記憶さ
せておき、かかる関係から溶け残り量を検知するよう構成してもよい。これにより、溶け
残りの有無に加え、溶け残りの程度を把握することができ、完全に溶解させるための攪拌
時間等を作業者等に報知させることができる。
【００３８】
　またさらに、本実施形態に係る判断手段７の算出手段９は、液位検出手段６により検出
された液位に基づいて、溶解槽２内で生成された透析用原液の容量を算出し得るよう構成
されている。溶解槽２内で生成された透析用原液の容量を算出することにより、例えば透
析治療が終了するまで透析用原液が足りるか否かを判断することができる。したがって、
液位検出手段６について、溶け残りの有無を判断するための手段として機能させるのに加
え、溶解槽２内で生成された透析用原液の容量を算出するための手段として機能させるこ
とができる。
【００３９】
　また、本実施形態に係る溶解装置１は、攪拌手段４による攪拌が所定時間行われるよう
設定されるとともに、当該所定時間経過後、判断手段７により透析用粉末薬剤の溶け残り
が有ると判断された場合、溶け残りが有ることを報知するうになっている。当該報知は、
例えば表示手段１１による表示の他、音声によるお知らせ、ブザー等の警告音等であって
もよい。
【００４０】
　さらに、本実施形態においては、判断手段７により透析用粉末薬剤の溶け残りがないと
判断されることを条件として、攪拌手段４による攪拌を終了させるよう構成されている。
これにより、溶け残りがなくなった時点で攪拌を終了させることができ、溶け残りがなく
なっても所定時間経過してから攪拌を終了させる必要があるものに比べ、より効率的に透
析用原液を作製することができる。
【００４１】
　またさらに、本実施形態においては、液位検出手段６により検出された液位に基づいて
、給水ラインＬ１による給水動作又は攪拌手段４による攪拌動作の異常を検出し得るよう
構成されている。これにより、液位検出手段６について、溶け残りの有無を判断する手段
として機能させるのに加え、溶解装置１の異常を監視する手段として機能させることがで
きる。なお、溶解装置１に異常があるか否かの判断は、判断手段７にて行わせてもよく、
或いは他の構成にて行わせるようにしてもよい。
【００４２】
　次に、本実施形態に係る溶解装置１の制御内容（溶解槽２単独による透析用原液の作製
）について、図３のフローチャートに基づいて説明する。
　先ず、作業者は、投入する透析用粉末薬剤の量（すなわち、使用する溶解袋の数）を入
力手段１０にて入力（Ｓ１）した後、バルブＶ１を開状態とすることで溶解槽２内に所定
量の水を供給させ（Ｓ２）、入力手段１０に入力した量（溶解袋）の透析用粉末薬剤を溶
解槽２に投入する（Ｓ３）。
【００４３】
　そして、Ｓ４にてポンプＰ１を駆動して攪拌手段４を作動させ、溶解槽２内の水及び透
析用粉末薬剤を所定時間攪拌して溶解させることにより溶液（透析用原液）を作製する。
その後、液位検出手段６にて水及び透析用粉末薬剤の攪拌終了後の液位を検出し（Ｓ５）
、その検出された液位に基づいて、溶解槽２内で生成された溶液における透析用粉末薬剤
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の溶け残りの有無を判断手段７にて判断する（Ｓ６）。このＳ６にて透析用粉末薬剤の溶
け残りがないと判断されると、一連の攪拌及び溶解作業が終了することとなる。
【００４４】
　一方、Ｓ６にて透析用粉末薬剤の溶け残りがあると判断されると、Ｓ７に進み、溶け残
り（或いは溶け残りの可能性）がある旨の報知を表示手段１１にて行わせる。そして、Ｓ
８にて作業者による入力操作を待ち、入力操作が行われると、その入力が作業を継続する
旨の指示であるか否かが判断される（Ｓ９）。Ｓ９にて作業を継続する旨の指示が入力さ
れたと判断されると、Ｓ４に進み、再び攪拌手段４を作動させて溶解作業が行われるとと
もに、Ｓ９にて作業を継続しない旨の指示が入力されたと判断されると、Ｓ１０に進み、
溶解槽２内の溶液を廃棄させる。
【００４５】
　上記実施形態によれば、溶解槽２内に供給された水又は溶液の液位を連続的且つリアル
タイムに検出可能な液位検出手段６と、液位検出手段６により検出された液位に基づいて
、溶解槽２内で生成された溶液における透析用粉末薬剤の溶け残りの有無を判断し得る判
断手段７とを備えたので、溶解槽２内にて攪拌生成された透析用原液における透析用粉末
薬剤の溶け残りの有無を簡易な構成で精度よく判断することができる。
【００４６】
　特に、本実施形態に係る判断手段７は、透析用粉末薬剤が水に完全に溶解したときの液
位の理論値と、液位検出手段６により検出された液位の実測値とを比較し、当該液位の理
論値と実測値との差から透析用粉末薬剤の溶け残りの有無を判断し得るので、作製後の透
析用原液における透析用粉末薬剤の溶け残りの有無をより精度よく判断することができる
。また、本実施形態によれば、溶解槽２内の水や周囲の温度等が変化しても、透析用粉末
薬剤の溶け残りの有無をより精度よく判断することができる。
【００４７】
　さらに、本実施形態によれば、攪拌手段４による攪拌が所定時間行われるよう設定され
るとともに、当該所定時間経過後、判断手段７により透析用粉末薬剤の溶け残りが有ると
判断された場合、溶け残りが有ることを報知するので、溶け残りがある状態の透析用原液
を透析治療装置側（透析液供給装置等）に送液してしまうのを防止することができる。な
お、攪拌のための所定時間は、予め記憶されていてもよく、或いは入力手段１０にて入力
するものであってもよい。
【００４８】
　以上、本実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されず、液位検出手段６に
より検出された液位に基づいて、溶解槽２内で生成された溶液における透析用粉末薬剤の
溶け残りの有無を判断し得る判断手段を具備したものであれば、液位の理論値と実測値と
の差を算出するものに限らず、他のパラメータから判断するものとしてもよい。また、本
実施形態においては、透析用粉末薬剤の溶解の溶け残り量を算出手段９にて算出している
が、当該算出を行わず、透析用粉末薬剤の溶け残りの有無のみを判断するものとしてもよ
い。
【００４９】
　なお、本実施形態においては、溶解槽２に加えて補助溶解槽３を具備しているが、溶解
槽２のみを具備したもの、或いは補助溶解槽３にも溶解槽２と同様の液位検出手段６を具
備させ、その液位検出手段６を判断手段７に電気的に接続したもの等としてもよい。さら
に、２つの溶解槽のそれぞれで透析用粉末薬剤を溶解して透析用原液を生成し得るものと
し、それら溶解槽から透析治療装置側（透析液供給装置等）に対して交互に送液し得るも
のとしてもよい。また、本実施形態においては、溶解槽２及び補助溶解槽３に同種の透析
用粉末薬剤を投入して溶解するものとしているが、溶解槽２と補助溶解槽３がそれぞれ独
立して溶解が可能な配管構成であれば、互いに異なる透析用粉末薬剤（Ａ剤とＢ剤）をそ
れぞれ投入して溶解可能なものとしてもよい。
【００５０】
　さらに、判断手段７は、液位検出手段６により検出された液位に基づいて、溶解槽２内
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で生成された溶液における透析用粉末薬剤の溶け残りの有無を判断しているが、液位検出
手段６により検出された液位に基づいて、溶解槽２内に供給された水の量に対する溶解槽
２内に投入された透析用粉末薬剤の量の適否の判断も併せて行うものとしてもよい。この
場合、判断手段７は、溶解槽２内に供給された水の量に対して投入された透析用粉末薬剤
の量が適正である場合の液位の理論値と、液位検出手段６により検出された液位の実測値
とを比較し、当該液位の理論値と実測値との差から溶解槽２内に供給された水の量に対す
る溶解槽内に投入された透析用粉末薬剤の量の適否（過不足）を判断するのが好ましい。
これにより、液位検出手段６について、透析用粉末薬剤の溶け残りの有無を判断するため
の手段として機能させるのに加え、投入された透析用粉末薬剤の量の適否を判断するため
の手段として機能させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　液位検出手段により検出された液位に基づいて、溶解槽内で生成された溶液における透
析用粉末薬剤の溶け残りの有無を判断し得る判断手段を備えた溶解装置であれば、外観形
状が異なるもの或いは他の機能が付加されたもの等にも適用することができる。
【符号の説明】
【００５２】
　１　　溶解装置
　２　　溶解槽
　３　　補助溶解槽
　４　　攪拌手段
　５　　攪拌手段
　６　　液位検出手段
　７　　判断手段
　８　　記憶手段
　９　　算出手段
　１０　入力手段
　１１　表示手段
　Ｌ１、Ｌ２　給水ライン



(10) JP 6424031 B2 2018.11.14

【図１】 【図２】

【図３】



(11) JP 6424031 B2 2018.11.14

フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｍ　　　１／１６　　　　
              Ｂ０１Ｆ　　　１／００　　　　
              Ｂ０１Ｆ　　１５／０４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

